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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第７区分
【発行日】平成29年3月23日(2017.3.23)

【公開番号】特開2015-174726(P2015-174726A)
【公開日】平成27年10月5日(2015.10.5)
【年通号数】公開・登録公報2015-062
【出願番号】特願2014-51288(P2014-51288)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｈ   9/14     (2006.01)
   Ｂ６５Ｈ   5/38     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｈ    9/14     　　　　
   Ｂ６５Ｈ    5/38     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月14日(2017.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の記録媒体に画像を記録する記録部と、
　前記記録媒体が前記記録部に搬送される媒体搬送路と、
　前記媒体搬送路に配設され、前記記録媒体を整列して前記記録部側に搬送する整列ロー
ラー対と、
　前記媒体搬送路における前記整列ローラー対よりも前記記録媒体の搬送方向上流側に設
けられ、前記記録媒体の撓みを許容する撓み空間と、
　前記媒体搬送路に配設され、前記記録媒体を前記撓み空間へ搬送する搬送ローラー対と
、を備え、
　前記媒体搬送路の前記撓み空間は、
　搬送される前記記録媒体の両側のシート面のうちの少なくとも一方のシート面側に形成
された第１空間と、当該第１空間よりも前記記録媒体の搬送方向下流側に位置し、前記記
録媒体の両側のシート面のうちの少なくとも前記一方のシート面側とは反対の他方のシー
ト面側に形成された第２空間と、
を有する記録装置。
【請求項２】
　前記搬送ローラー対の共通の接平面は、当該搬送ローラー対が前記記録媒体を挟むニッ
プ位置と、前記整列ローラー対が前記記録媒体を挟むニップ位置と、を結んだ仮想平面に
対して、前記第１空間側に向けて傾いた面である請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記第１空間には、前記記録媒体の先端を前記第１空間と前記第２空間とを連結する連
結空間の方向に案内する壁面が形成され、前記第２空間には、前記媒体の先端を前記整列
ローラー対の方向に案内する傾斜面が形成されることを特徴とする請求項１または２に記
載の記録装置。
【請求項４】
　前記媒体搬送路の前記撓み空間には、前記整列ローラー対の共通の接平面に沿う案内面
が形成されている請求項１から３の何れか一項に記載の記録装置。
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【請求項５】
　前記媒体搬送路を第１媒体搬送路とし、前記撓み空間を第１撓み空間としたとき、
前記整列ローラー対よりも前記記録媒体の搬送方向上流側において前記第１媒体搬送路と
合流する第２媒体搬送路を備え、
　前記第２媒体搬送路には、前記第１撓み空間と少なくとも一部が共有する空間であって
、前記第２媒体搬送路を搬送される前記記録媒体の撓みを許容する第２撓み空間が設けら
れている請求項１から４の何れか一項に記載の記録装置。
【請求項６】
　片側のシート面に記録が行われた前記記録媒体が搬送されるとともに、前記第１媒体搬
送路と合流する第３媒体搬送路を備え、
　前記第３媒体搬送路は、前記第１媒体搬送路に対して前記第２媒体搬送路が合流する側
とは反対側から合流するとともに、前記第１媒体搬送路側に、前記第３媒体搬送路を搬送
される前記記録媒体の撓みを許容する第３撓み空間が設けられている請求項５に記載の記
録装置。
【請求項７】
　前記第２媒体搬送路および前記第３媒体搬送路には、前記第２撓み空間および前記第３
撓み空間へ前記記録媒体を搬送する搬送ローラー対がそれぞれ配設され、
　前記第３媒体搬送路に配設された前記搬送ローラー対から前記整列ローラー対までの前
記記録媒体の搬送長さは、前記第１媒体搬送路および前記第２媒体搬送路に配設された前
記搬送ローラー対から前記整列ローラー対までの前記記録媒体の搬送長さよりも短い請求
項６に記載の記録装置。
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